
第1号様式(第6条関係) 

審査基準・標準処理期間整理票 

 

処分の内容 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録 

根拠法令及び条項 
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法

律 第10条第1項 

審
査
基
準 

■有(第5条において準用する第3条第1項に該当する場合を含む。) 

□無(根拠：第5条において準用する第3条第2項第 号に該当) 

公表 ■する □しない(公表しない場合の根拠：第7条第2項第 号に該当) 

【内容】(※処分基準を公表する場合のみ記載すること。) 

 

 

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律  

第10条第1項各号 

（別紙のとおり） 

審査基準 

設定年月日 
平成29年10月25日 

審査基準 

最終変更年月日 
年  月  日 

標準処理期間 

■有(第5条において準用する第3条第1項に該当する場合を含む。) 

  期間( 30日   ) 

□無(根拠：第5条において準用する第3条第2項第 号に該当) 

標準処理期間

設定年月日 
平成29年10月25日 

標準処理期間 

最終変更年月日 
年  月  日 

所管部署  まちなみ共創部  まちなみ整備課 

備考 
 

注 処分基準が法令に具体的に規定されているため処分基準を設定する必要

がない場合は、その旨及び当該法令の定めを処分基準の内容欄に記載する

こと。 

 



 

 

別紙 

 

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成十九年法

律第百十二号） 

 

（住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録） 

第八条 住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅を賃貸

する事業（以下「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業」という。）を行う者

は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る賃貸住宅（以下「住宅確保

要配慮者円滑入居賃貸住宅」という。）を構成する建築物ごとに、都道府県知事

の登録を受けることができる。 

 

（登録の申請） 

第九条 前条の登録を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところによ

り、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならな

い。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

二 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の位置 

三 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の戸数 

四 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の規模 

五 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の構造及び設備 

六 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合にあっ

ては、その範囲 

七 入居者の資格を、自ら居住するため賃貸住宅を必要とする住宅確保要配慮

者又は当該住宅確保要配慮者と同居するその配偶者等（配偶者その他の親族（婚

姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情に

ある者の親族を含む。）で国土交通省令で定める者をいう。）に限る賃貸住宅（第

十八条第一項において「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅」という。）にあっては、

その旨 

八 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件に関する事項 

九 その他国土交通省令で定める事項 

２ 前項の申請書には、第十一条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓

約する書面その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。 



 

（登録の基準等） 

第十条 都道府県知事は、第八条の登録の申請が次に掲げる基準に適合してい

ると認めるときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、その

登録をしなければならない。 

一 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の各戸の床面積が、国土交通省令で定

める規模以上であること。 

二 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の構造及び設備が、住宅確保要配慮者

の入居に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める基準に適

合するものであること。 

三 前条第一項第六号に掲げる範囲が定められている場合にあっては、その範

囲が、住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものとして国土交通省令で

定める基準に適合するものであること。 

四 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件が、国土交通

省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。 

五 その他基本方針（住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が市町村賃貸住宅供

給促進計画が作成されている市町村の区域内にある場合にあっては基本方針及

び市町村賃貸住宅供給促進計画、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が都道府

県賃貸住宅供給促進計画が作成されている都道府県の区域（当該市町村の区域

を除く。）内にある場合にあっては基本方針及び都道府県賃貸住宅供給促進計

画）に照らして適切なものであること。 

２ 第八条の登録は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録簿（以下「登録

簿」という。）に次に掲げる事項を記載してするものとする。 

一 前条第一項各号に掲げる事項 

二 登録年月日及び登録番号 

 

３ 都道府県知事は、第八条の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登

録を受けた者に通知しなければならない。 

４ 都道府県知事は、第八条の登録の申請が第一項の基準に適合しないと認め

るときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければな

らない。 

５ 都道府県知事は、第八条の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該

登録を受けた住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業（以下「登録事業」とい

う。）に係る住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅（以下「登録住宅」という。）

の存する市町村の長に通知しなければならない。 


